
令和元年７月１日号 3031

回 収 場 所 日　程 時　間 問合せ先

アスピアこだま ７月７日㈰
８月４日㈰ 午前９時〜11時 ハートtoハート(佐久間さんち）

☎22-９３００ 市役所 ７月21日㈰ 午前９時〜11時
午後１時〜３時

本庄南公民館
※布類回収も実施 ７月13日㈯ 午前９時〜11時 佐久間さんち　☎22-９３００

就労継続支援Ｂ型事業所
「佐久間さんち｣ ( 本庄高校北側） ７月19日㈮ 随時受付 ポノポノ　　　☎23-２１９５

集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

■平成31年４月分のごみの量（ｔ）

可燃ごみ2,409.11　不燃ごみ114.10　有害ごみ0.28　資源ごみ23.73　合計2,547.22
前年同月の全体量より約2.45％減少しました。引き続き、ごみの減量化・資源化に更なるご協力をお願いします。

ECガイド

　個人又は団体で、令和元年度春以降、市内にある応募者
管理の住宅、学校もしくは事業所等において、「つる性植
物」を用いて緑のカーテンを設置していること

★環境推進課☎25-１２４９緑のカーテンコンテストを実施します

▶応募資格

８月23日㈮まで（土・日・休日を除く）

　応募用紙に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて応募先まで持参、郵送、又はメールによりご応募く
ださい。
※詳細は、応募要領をご覧ください。応募要領は、環境推進課（市役所４階）、支所環境産業課（アスピア
こだま内）で配布しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。

▶受付期間

▶応募方法

　夏期の省エネルギーを推進し地球温暖化を防止するため、本庄市緑のカーテンコンテストを開催します。

★環境推進課☎25-１１７３

浄化槽使用者のみなさんへ

　この目標に向けて、資源ごみの分別はもちろん、生ごみの水切りやレジ
袋削減・資源物の店頭回収などを実施している「ごみ減量・リサイクル協
力店」の利用、雑がみの分別回収など…。皆さんの身近な行動・ア
イデアがごみ減量への “ 一歩 ” になります。皆さんの多大なる
ご協力を引き続きよろしくお願いします。

ごみの減量化・資源化への道 ★環境推進課☎ 25- １１７２

暑い夏は、ペットボトルや飲料缶の消費量
が多くなります。積極的な資源ごみへの分
別をよろしくお願いします。

　本庄市では令和４年度までにご家庭から出るごみ（家庭系ごみ）の１人１日
当たり排出量を６８９グラムに削減することを目標としています。

★埼玉県温暖化対策課☎０４８-８３０-３０３３夏のライフスタイルキャンペーン
　埼玉県では、冷房の使用によりエネルギー使用量が増える夏に、省エネで地球温暖
化防止を呼びかける「夏のライフスタイルキャンペーン」を行います。
　キャンペーンでは、夏期における「軽装」の実践や、「家庭の照明総点検」サイト
の活用によるLED照明への交換の推進、簡単なチェックシートを活用して１日エコラ
イフに取り組む「エコライフDAY」への参加を呼び掛けます。エコライフDAY埼玉
2019（夏）の参加用紙は環境推進課（市役所４階）及び支所環境産業課（アスピアこ
だま内）で配布しています。キャンペーンの詳細については県ホームページをご覧く
ださい。

　浄化槽使用者には、次の法定検査などの実施が義務付けられています。

～適切な維持管理のお願い～

○法定検査
　新規設置後３〜８か月以内に実施する設置時検査
と、年１回実施する定期水質検査があります。指定
検査機関である「( 一般社団法人 ) 埼玉県浄化槽協
会☎０４８- ５０１- ５７０７」に依頼してくださ
い。
○保守点検
　浄化槽の点検、調整や修理は、浄化槽の規模など
により実施回数が定められています。県の登録を受
けた業者に依頼してください。

○清掃
　浄化槽内に溜まった汚泥の引き抜きや、機器類の
洗浄が年１回以上必要です。市の許可を受けた業者
に依頼してください。

※浄化槽補助金について
　市では、単独処理浄化槽又は汲取り便槽を合併処
理浄化槽に入れ替える場合、一定の条件を満たすも
のに補助金を交付しています。補助金の詳しい内容
については、環境推進課までご連絡ください。

平成30年度　市長賞受賞作品


